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除雪事業に係る民間借上除雪機械の固定費（拘束料） 

の負担について 

除雪体制維持のため、中通り・浜通りの除雪に使う民間借上機械に

対して、固定費（拘束料）を負担することにしました。 

 

中通り・浜通りの除雪事業は、民間機械を借上げて実施しており、稼働した場合のみ支

払われる出来高払いとなっています。しかし、除雪は少雪で出動がなくとも除雪機械とオ

ペレーターは準備・待機が必要で、請負者は出動が無くてもシーズン期間中機械とオペレ

ーターを確保しています。 

近年、建設業は厳しい経済不況による経営体力の低下から、機械の保有維持が大きな負

担となり、除雪事業から撤退する業者が出てきており、除雪体制を維持できない状況にな

っています。 

福島県では、今回除雪事業の見直しを行い除雪体制を維持していくため、中通り・浜通

りの除雪に使う民間借上機械に対し、除雪期間中の機械を拘束する日数分の固定費(拘束

料)を負担することにしました。 

 

○待機時の民間借上機械に対して固定費(拘束料)を負担                

稼働時 ＝ 燃料費 ＋ 人件費 ＋ 機械損料 ・・・ <従来の負担> 

待機時 ＝ 基本待機保証(人件費) ＋ 固定費(機械の拘束料) 

                   ↑<昨年度創設>       ↑<今年度創設> 
          

○固定費（拘束料）の負担の内容 

 ・固定費(拘束料) ＝（対象日数 － 稼働日数）× 機械損料 

 

○固定費の対象となる日数 

・対象日数 ≒ 平均降雪日数 ＋ (年末年始等の国民的行事及び県内重要行事)の日数 

＊ 平均降雪日数は気象庁のデータ（1998～2007）による 

 

 

 

 

 

 

 

 

中通りは ６０日       浜通りは ３０日 
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